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家族介護用品の支給 　　

　要介護 ４または ５の認定を受けてい
る住民税非課税世帯の方を在宅で介護
している家族に対し、介護用品（紙お
むつ）を支給します。

日常生活用具の給付

　認知症などにより用具の給付が必要
な6５歳以上のひとり暮らしの高齢者に
対し、介護保険対象外品目の火災警報
器、自動消火器、電磁調理器を給付し
ます。
給付額　購入または設置費用の ９割

はり・きゅう・
マッサージサービス券の交付

　健康増進のため70歳以上の方に対し、
はり・きゅう・マッサージサービス券
を交付します。
　サービス券は、町が委託した治療院、
医療機関に限り利用できます。
交付枚数　年間一人 ３枚
助成額（ １枚につき）
・治療院　 １ ,５00円
・�医療機関　各医療機関により異なり
ます。

配食サービス

　虚弱などの理由により、調理するこ
とが困難な方に対し、弁当を届けます。
対　象　6５歳以上のひとり暮らしの高
齢者、高齢者のみの世帯で見守りが必
要な方など
利用料　 １食３３0円
利用回数　月・水・金曜日のうち週 ３
回まで

地域包括支援センター

　高齢者の在宅介護や権利擁護などの
総合的な相談窓口として、箱根町社会
福祉協議会内に地域包括支援センター
（☎８５−３00２）を開設しています。
　高齢者のさまざまな相談に、専門員
が支援しますので、相談を希望する方
は、直接センターへ連絡してください。

対　象　住民税非課税で老齢福祉年金
を受給している方など
助成額　利用者負担の ２分の １（居宅
サービス費と施設サービス費は、高額
サービス費算定基準額の ２分の １が限
度）

　今月号では高齢者の福祉施策および障がい者の福祉施策を紹介します。
町内で暮らすみなさんの生活の手助けとなるよう、様々な施策を行っています。ぜひ活用していただき、
健康で楽しい生活を送っていただきたいと思います。詳しい内容は担当へ問い合わせてください。

　介護保険の要介護または要支援の認
定を受けた方が利用する居宅介護サー
ビスおよび施設介護サービス（食費、
居住費を除く）と福祉用具購入または
住宅改修に要した利用者負担の一部を
助成します。

緊急通報システム

　近隣に親族のいない6５歳以上のひと
り暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯
などで、慢性疾患等により日常生活に
注意を要する方に対し、緊急時の不安
を解消し、日常生活の安全を確保する
ため、緊急通報システムを無料で貸し
出します。

徘徊ＳＯＳネットワークへの
事前登録

　認知症が原因で徘徊する方が、所在
不明となった際に一刻も早く発見して
家族のもとに帰れるように、町に事前
登録をしておくことができます。この
ネットワークは、警察等と連携し捜索
にも役立てられます。

ＧＰＳ位置情報検索機器の貸与

　「徘徊ＳＯＳネットワーク」に事前
登録をされた住民の方とその家族の希
望により、所在不明の際にその位置情
報を検索するための機器を貸し出しま
す。

在宅医療・介護相談窓口

　住み慣れた家庭や地域で、医療や介
護などのサービスを安心して受けるこ
とができるよう、福祉課・さくら館内
に、相談窓口を開設しています。
　保健師が相談に応じますので、相談
を希望する方は、福祉課に問い合わせ
てください。

成年後見制度利用の支援

　判断能力が不十分な身寄りのないひ
とり暮らしの認知症高齢者などに対し、
本人に代わり、契約や財産管理を行う
ことができる成年後見人などの申し立
て手続きを家庭裁判所に行います。

にこにこ運動教室

　ストレッチや無理なく足腰を鍛えら
れる内容の運動が中心です。一人では、
なかなか続かない運動もみんなと一緒
なら楽しく取り組めます。
対　象　6５歳以上の方
定　員　各会場２５人
コース　 ５月から町内各地域（ ５会
場）で週 １回、 １会場３0回開催する予
定です。
※�会場や時間など、詳細は、福祉課に
問い合わせてください。

脳と体の若返り教室

　物忘れの予防や改善に効果があると
いわれる脳トレと運動を組み合わせた
内容の教室です。
対　象　6５歳以上の方
定　員　２５人
コース　 ８月～１１月の １コース
　　　　（週 １回、計１２回を予定）
※�会場や時間など、詳細は、福祉課に
問い合わせてください。

ごみ出し支援サービス

　家族や知人等からの支援がなく、ご
み出しが困難となっており、一人暮ら
しなどで見守りを必要とする方に対し、
ごみ出し支援サービスを実施していま
す。
対　象　介護保険の要支援または、介
護予防日常生活支援総合事業の対象者
でひとり暮らしの高齢者や高齢者のみ
の世帯で見守りが必要な方
利用料　 １月１00円
利用回数　 １月 6回まで

敬老行事の開催

　敬老会の開催、敬老祝金の贈呈、長
寿夫妻への記念品贈呈などを行います。

介護保険サービス利用者負担の助成

箱根町の
高齢者福祉・障がい者福祉

高齢者のための福祉 照会先　福祉課☎８５−77９0


